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第 3 章 現状と課題 

 

3-1 名勝 

本節では対象区域における名勝の本質的価値の保存状態を指定当時との景観の比較に基づき

述べるとともに、現地調査や聞き取りで確認された問題点を示し、今後の保存管理上の課題を

提示する。また、想定される南海トラフ地震の発生前後において予測される本質的価値の改変

リスクについても言及する。なお、名勝の詳細解説（2-2-1 本質的価値）にある「亜熱帯性常緑

広葉樹林」と「海浜植物」に関する現状と課題は、次節（3-2 天然記念物）で触れる。 

 

3-1-1 景観から見た本質的価値の保存状態 

1）景観の変化 

（1）土地利用 

図 3-1 に室戸岬の 1899（明治 32）年以降の略年表、1947（昭和 22）年、1975（昭和 50）年

および 2015（平成 27）年撮影の空中写真、対象区域および周辺地域の土地利用の変化の概略を

示す。また、室戸岬の土地利用の現況図を図 3-2に示す。 

室戸岬における景観の保存と活用に関する取組は、1927（昭和 2）年の鼻回り線開通および

日本新八景選定、翌 1928（昭和 3）年の国名勝指定の頃に始まったことがうかがえる（図 3-1）。

この頃に弘法大師像や中岡慎太郎像の建立、保勝会館の落成といった観光面の整備が行われた

ものの、1940年代に太平洋戦争、昭和南海地震といった大きな動乱や災害に直面している。そ

うした混乱が収束しつつあった 1950年代半ばに「高知県立自然公園」に指定され、この頃から

室戸岬にも観光客が増え始めた。1960年代半ばには「室戸阿南国定公園」の指定を受け、高度

経済成長期のマイカー普及と観光ブームによって観光客数は 1963（昭和 38）年の 226,800 人

（県内 168,800人・県外 58,000人）から 1971（昭和 46）年の 485,200人（県内 320,200人・県

外 165,000人）に倍増した（室戸市，1989）。こうした時代の流れの中で、1970年代には国道

55 号の拡幅、対象区域西側での室戸スカイラインの建設、海岸への乱礁遊歩道の敷設のほか、

ホテルの新築や駐車場の整備をはじめ室戸岬一帯で様々な利用施設の整備が相次いだ。 

1975（昭和 50）年 11 月の空撮時点までに対象区域における土地開発は概ね完了し、以降は

乱礁遊歩道以外に目立った開発が行われていない（図 3-1）。また、3枚の空中写真から、1947

（昭和 22）年以降、対象区域の内外で農地の樹林化が認められたほか、国道 55 号より海側の

海岸部において植生の拡大が見てとれる。なお、1947（昭和 22）年は昭和南海地震の翌年にあ

たるが、室戸市史によれば、この地震によって室戸岬周辺の土地は約 110cm隆起したとされる

（室戸市，1989）。 
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図 3-1 対象区域及び周辺地域の土地利用の変遷 

資料：1947 年・1975 年は国土地理院発行の空中写真、2024 年は Google Earth を使用 
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  図 3-2 対象区域及び周辺地域の土地利用の現況 

（空中写真（Google Earth）と対象区域及び周辺の植生図（図 3-7）を基に作成） 
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（2）海岸・露頭・海食洞 

◆岩石海岸および乱礁遊歩道沿いの露頭 

灌頂ヶ浜、月見ヶ浜と名付けられた砂浜が岬の先端部に位置しているが、国道 55号より海側

は岩石海岸が大半を占めている。保存対象として重要な地質・超極微地形には固有の呼び名が

あり、土地の隆起による露頭にビシャゴ岩、エボシ岩（いずれも斑レイ岩）、波食による甌穴

状の超極微地形に行水の池、目洗い池、亀の池がある。 

隆起地形について述べると、ビシャゴ岩の外観は、昭和初期の写真※1との比較から判断する

限り、大きな変化は認められない。一方、エボシ岩は 2011（平成 23）年頃より上部の剥落が懸

念されていたが、2018（平成 30）年 6 月 22 日に懸念箇所の剥落が確認された。その後、2019

（令和元）年度に剥落地点を迂回するための遊歩道が整備された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波食部に関しては、行水の池は周囲に乱礁遊歩道や看板が整備されたものの、概ね当時の外

観を留めている。一方、目洗い池は国道 55号の拡幅にともなう路側擁壁が迫り出したことで国

道側の形状が変化し、従前と同じ視点から鑑賞できなくなったため、外観の変化については評

価し難い。亀の池は、室戸岬町史や住民の話によると、行水の池の東隣の波食部を指すものと

考えられるが、位置および範囲に不明な点があり、評価は不可能である。  

                             
※1 本項で用いた昭和初期の写真は全て、1930（昭和 5）年頃発行の絵葉書から転載したものである。 

エボシ岩 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

） 

ビシャゴ岩 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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行水の池 

（左：昭和初期（1930 年頃） 右：2025 年 1 月 10 日） 

） 

目洗い池 

（左：昭和初期（1930 年頃） 右：2025 年 1 月 10 日） 

亀の池 

（左：昭和初期（1930 年頃） 右：2025 年 1 月 10 日） 
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◆国道 55 号沿いの露頭 

国道 55号沿いの代表的な露頭として、当名勝の西入口付近にある高岩と鷲ヶ岩、御蔵洞の南

側に所在する天狗岩がある。高岩と鷲ヶ岩は国道拡幅後において剥落が危惧されたことから、

室戸岬市議会の決議によりそれぞれ山切りが行われ※2、大きさと形状が変化した。天狗岩の植

生は拡大しているものの、形状自体に目立った変化は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
※2 決議及び山切り工事の時期は、記録の所在を含め不明。 

高岩 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 13 日） 

鷲ヶ岩 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

天狗岩 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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◆御蔵洞 

空海伝説が残る御蔵洞は海食崖に開いた海食洞である。崖面に向かって右側が神明窟、左側

が御厨人窟と呼ばれる。前者が空海の修業場所、後者が寝食場所とされる。それらの前に広が

る低平地は波食台で、駐車場として使用されている。 

洞内については、コンクリートの参道が造られたほかに目立った変化はない。御蔵洞の外部

については昭和末期との比較となるが、外観に目立った変化はない。しかしながら、剥離作用

による落石や上部からの転石が相次ぎ、巡拝や見学などが危険な状態になったことから、2015

（平成 29）年 11 月に室戸市教育委員会生涯学習課が立入防止柵を設けて以降、入洞が禁止さ

れた。しかし、参拝や見学を望む声が多く、2019（令和元）年度に室戸市により仮設通路が設

置され、現在は入洞ができる状態となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

御蔵洞（御厨人窟及び神明窟） 

（左：1988 年頃（昭和末期） 右：2025 年 1 月 10 日） 

御厨人窟 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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（3）歴史的建造物 

◆最御崎寺（東寺） 

最御崎寺は東寺とも呼ばれ、現在地における創建は寛徳年間（1044～1055年）頃とされてい

る。1563（永禄 6）年に落雷による火災で消失し、天和年間における僧最勝による再興、明治初

期の神仏分離令による荒廃、1914（大正 3）年の再建を経て現在に至る。 

昭和初期との比較における主な変化としては、1648（慶安元）年に竣工した鐘楼堂の背後へ

の多宝塔の建立（1980（昭和 55）年）、護摩堂隣への聖天堂の造営（明治期）、客殿（遍路セ

ンター）の新築（1998（平成 10）年）が挙げられる。また、空海伝説が残る鉦石の周辺を含め、

石張の参道が新設されている。こうした変化を経てもなお境内は落ち着いた雰囲気を保ち、四

国霊場八十八箇所の札所に相応しい景観が維持されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本堂・大師堂・鐘楼を含む境内 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

護摩堂及びその周辺 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

鉦石 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 



第 3 章 現状と課題 

43 

◆一夜建立の岩屋 

一夜建立の岩屋は、空海が一夜にして建立したと伝えられる。後述する遍路道の上り口付近

に所在し、1916（明治 5）年に最御崎寺の女人禁制が解かれるまでは、女性のための納経所が

置かれていた。現在は最御崎寺の奥の院となっている。なお、1913（明治 2）年に岩屋内で発見

された如意輪観音半跏像は、石像としては高知県唯一の国の重要文化財に指定されている。 

昭和初期との比較において、参道沿いの石仏の数や石灯籠の有無などに違いが見られる。ま

た、2017（平成 29）年 8 月 21 日の踏査時には、参道脇の樹木の枝葉が覆い被さり、参道入口

前の広場から岩屋への眺望を妨げており、参道に人頭大の落石が見られた。2025（令和 7）年 1

月の踏査時には、参道入口を塞いでいた樹木の枝葉は整備され、岩屋の存在が確認できる状態

となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一夜建立の岩屋及び参道の外観 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

参道入口前広場の外観 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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◆遍路道 

遍路道は国道 55号に上り口を持ち、一夜建立の岩屋と最御崎寺の山門とを結ぶ小道である。

北に向かって上り始めるこの小道は、捻岩を経た後、中ほどで南西に大きく向きを変え、展望

東屋を経て山門に至る。小道の大半は未舗装の斜路であるが、上記の屈曲地点より下部にはコ

ンクリート階段が、上部には石張や石段が部分的に見られる。 

資料がないため遍路道の変遷は不明であるが、2025（令和 7）年 1月 10日の踏査時において

上記の構造物に目立った損傷はなく、雨水の集中による深掘れや野生動物による掘り返しによ

る周辺地盤の目立った侵食も生じていない。路側の崩壊などもないことから、現状では施設管

理上の問題は特にないと判断される。なお、この遍路道は 2024（令和 6）年 12月に、史跡「最

御崎寺道」として「土佐遍路道」に追加指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上り口（左）・捻岩（中）・最御崎寺山門（右） 

石段・石張 
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◆水掛地蔵 

水掛地蔵は、空海が有縁無縁の仏の菩提を弔うために建立したとされる※3。現在、約 250 体

の石仏が安置されており、そのほとんどは海難事故で亡くなった人々を弔ったものである。水

を欲しがりつつ海難死した人々を偲び、水を掛けて供養が行われる。春秋の彼岸はお鼻参りと

いわれ、多くの参拝者が訪れる。 

昭和初期との比較では、石仏が増え、山側の植生が成長しているものの、概ね当時の姿を留

めている。敷地南西には石仏群と併せて景観上重要な門がある※4。コンクリート基礎に瓦屋根

の木造躯体を乗せた比較的新しいものであるが、形式および意匠の変遷については記録が残っ

ていないため不明である。 

国道 55号から撮影された昭和末期の写真との比較からは、建造物の保存状態はよいが、植生

の成長が目立つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             
※3 建立年代は不明。なお、室戸市史の記録によれば、最も古い地蔵の建立年は 1927（昭和 2）年とされる。 

※4 門の名称及び建造年は不明。 

国道 55 号から見た水掛地蔵の外観 

（左：1988 年頃（昭和末期） 右：2025 年 1 月 10 日） 

水掛地蔵の外観 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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 （4）近現代施設およびその周辺 

次ページにかけて掲げた5組の写真のうち上4組は、対象区域の海成段丘下の景観について、

室戸岬が日本新八景に選定された 1927（昭和 2）年頃と 2025（令和 7）年を比較したものであ

る。これらの写真から、景観の変化に最も大きく影響したのは、国道 55号の道路構造物である

ことがわかる。また、沿道の建築物や工作物、駐車場、海岸部の乱礁遊歩道の整備による影響

も見られる。ここでは、それら近現代施設の整備を経た段丘下の景観の現状および問題点につ

いて述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月見ヶ浜付近 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

ビシャゴ岩付近 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

室戸岬東海岸 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

ビシャゴ岩より南側へ向けた眺望 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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 ◆国道 55 号 

国道 55号は道路の拡幅工事にともなって道路構造物が水平・垂直方向に広がり、海成段丘下

の景観は昭和初期より人工的な印象が強まっていることが、p. 46～47 の写真から確認できる。

この工事は、p. 48に示す「室戸改良工事（1972（昭和 47）～1973（昭和 48）年）」によるもの

であるが、道路区域外への植物の移植、山留・路側擁壁の石積への現地発生材の活用など、国

定公園、名勝および天然記念物の保全が考慮されたものである。p. 49に示す「室戸岬防災計画

（2001（平成 13）年」に基づく工事では、道路沿いの露頭岩盤の崩落を防ぐための斜面安定工

が、景観との調和を図ることも目的とした擬岩工法によって行われた（四国地方建設局，1988）。 

このように、対象区域の道路整備は自然環境と景観の保全に最大限配慮された内容となって

いる。しかし、国道 55号に立って眺めると、工法や仕上げの異なる山留擁壁、斜面安定工が混

在し、端部や接続部の形状と相まって人工的な印象が強い区間もある（p. 49の写真）。擬岩に

ついては、表面に植生が見られない点に天然の岩盤との差異が表れており、やや人工的に感じ

られる。 

  

室戸岬先端部 

（上：1988（昭和 63）年 3 月 13 日 下：2025 年 1 月 10 日） 
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55  ṕ Ṗ 

【概要】 

本工事は 55 号の室戸市室戸岬町高岡地区の改良工事で、当地域は室戸阿南海岸国定公園

指定区域であるとともに、天然記念物（亜熱帯性樹林及び海岸植物群落）および名勝に指

定されている区域で、工事に先立ち文化庁および高知県教育委員会の指導により道路敷地

内のウバメガシ 161 株、シマエンジュ 17 株、アオギリ 8 株、マタタビ 1 株、テツホシダ

30m2以上 5種類の樹林の移植を行うほか、擁壁、防護棚の構造を検討するなど自然環境と

道路の調和に苦心した工事である。 

工事位置 

幅  員 

工  期 1972（昭和 47）年 8月～1973（昭和 48）年 2月 

工事金額 43,870,000 円 

構造規格 道路構造令 3種 3級 

工事内訳 切土 3,010m3・盛土 3,220m3・擁壁 550m・石積 283m2・その他雑工事一式 

【施工】 

山側の切土法面はできるだけ急勾配に切土を行い、切土法面を少なくした。法面には石積

擁壁を施工、工法としては掘削した岩を小割し石積を施工した。山側の擁壁については、

比較的施工も容易にできたが、海岸擁壁については施工途中において色々問題があった。

初期の施工は山側擁壁と同じ構造で施工したが、あまりにも人工的になるので図のように

破砕岩をそのまま乱積とした。施工は破砕岩をトラクターショベル等で集石しバックホー

にて運搬、石工による積石を行った。自然との調和を考慮した初めての試みで、年月が経

てば自然にマッチした石積となるだろう。 

なお、防護柵は構造を検討した結果、擬木が最も自然的で風景に調和するものと考え、図

のような構造とした。 

山側擁壁（石積） 

初期施工の海側擁壁 海側擁壁（石積） 擬木（くぬぎ） 
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ṕ Ṗ 

【防災と景観との融合】 

土佐古式捕鯨発祥の地として、また遠洋マグロ漁業の基地として長い歴史と伝統を有して

きた室戸の海。しかし、この海岸は長年の波や風雨による浸食で景観的にも防災的にも対

策が必要となりました。 

平成 13 年度、岩盤の崩落を防ぐにあたり従来のコンクリート工法ではなく、景勝地にふ

さわしい景観をとの要望からさまざまな検討を行い、その結果擬岩工法の技術力と企画力

が採用され、今回保全・改修工事が実施されました。 

山留擁壁（左）と路側擁壁（右）の石積 

構造・仕上げの異なる山留擁壁・斜面安定工が混在した区間 
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◆乱礁遊歩道 

乱礁遊歩道は基本幅員が 1.0～1.5m の大半がコンクリート舗装の遊歩道である。エボシ岩付

近にのみ落石の危険回避のため迂回の木道が設置されている。岩盤が迫り出した区間などでは

部分的に狭窄しているが、このことによって岩盤の形状が保全されている。高低差のある区間

には階段が設置されており、その寸法は踏面 30～40cm、蹴上 10～15cmである。これは一般的

な公園に見られる階段と同等の勾配（1:3～1:4）である。路面の平坦性も概ね確保されており、

利用上大きな問題はないと考えられるが、旧ホテルジオパーク夢路灯付近から岬観光ホテル付

近までの区間は、繁茂した植物によって通行および眺望に支障がある。また、特にこの区間は

外来種でトゲのあるウチワサボテンが密生し、利用面に加えて生態学的な面で問題となってい

る。 

潅頂ヶ浜と月見ヶ浜付近の遊歩道入口には車椅子が通行可能な斜路が設置されている。バリ

アフリー面には一定の配慮が行われているが、地元からさらなるバリアフリー化を望む声も上

がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

乱礁遊歩道 
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台風襲来時には海面と路面との高低差が小さい区間は激しい波浪にさらされる。2018（平成

30）年 8月の台風 20号、21号、同年 9月の台風 24号の通過に際しては、路面へ堆砂やごみが

堆積し、舗装の破壊が生じた。2019（平成 31）年 3月の時点において、管理者である高知県に

よってそれらの問題は解消済みであるが、今後も引き続き同様の問題が生じる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆建築物 

下の 1組の写真は岬先端部にある中岡慎太郎像の東隣を写したものである。昭和初期の写真

には旅館や売店などの建物が見えるが、これら計 7軒の建築物は景観保全の要請から、1973（昭

和 48）年度から 1974（昭和 49）年度にかけて対象区域外に移転または撤去された。現在、こ

こには室戸岬園地休憩所、民宿室戸荘および未利用状態の旧観光案内所がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  
岬先端部（中岡慎太郎像東隣）における建築物の変遷 

（左：1930 年頃 右：2025 年 2 月 27 日） 

台風にともなう波浪の影響で堆砂や舗装の損傷が生じた乱礁遊歩道 



 

52 

それら以外の建築物として、岬先端部に民宿室戸荘や室戸岬園地休憩所が、岬東側に岬観光

ホテルや旧ホテルジオパーク夢路灯がある。また、1934（昭和 9）年と 1964（昭和 39）年に建

てられた木造の岬観光ホテル（本館・新館）は、2019（平成 31）年 3月に室戸市で初めて国の

登録有形文化財（建造物）に登録されている（図 1-2）。いずれの建築物も自然公園法に基づく

行為制限のもと、室戸岬の自然景観の保全が図られており、現状で特筆すべき問題はないが、

休業した建築物が散見される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、旧民宿飛巌荘は改築が予定されているが、室戸岬の先端部に立地するという地形条件

に合わせた建築手法と、昭和戦後の旅館建築のあり様を伝える建築物としての価値が認められ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

民宿室戸荘（左）・室戸岬園地休憩所（中）・岬観光ホテル（右） 

旧飛巌荘（左）・カフェラポール（中）・旧ホテルジオパーク夢路灯（右） 

旧飛巌荘当時の状況 

建物南側（左）・客室「たちばな」（中）・創業当時の玄関床の間（右） 

旧所有者蔵古写真 

飛巌荘の建物内で確認された額 

不明「昭和戊戌年盛夏 室戸無先奇勝大観 為飛巌荘 主人鶴翁」（左） 

深沢七郎「楢山節考 深沢七郎 昭和三十四年六月二十一日」（右） 

旧所有者蔵古写真 
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 ◆工作物 

道路構造物、駐車場、乱礁遊歩道、建築物のほか、海成段丘下の景観への影響が比較的大き

いものとして防護柵や乱礁遊歩道の転落防止柵、種々の標識や案内看板、展望所などの工作物

が挙げられる。 

防護柵と転落防止柵には擬木が多用されており、材料、形状および色彩（素材色、塗装色）

にばらつきがある点は改善の余地があるものの、概ね統一感がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標識と案内看板に関しては個々の意匠が景観に配慮されたものとなっているが、対象区域全

体での統一が図られていない。また、同一・類似の内容を示した案内看板が複数設置されてい

る場所もあり、改善の余地が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

案内看板：表示内容の重複や意匠の不統一が見られる 

乱礁遊歩道の転落防止柵：木材（左）と擬木（右）が混在している 

国道 55 号の防護柵：擬木で統一されているが整備時期により色彩が異なる 



 

54 

 ◆室戸岬 

室戸岬灯台は歴史的・文化的価値が高く（2-2-

2 本質的価値の構成要素参照）、最御崎寺への巡

拝とともに、見学や眺望に訪れる人が絶えない。 

灯台施設の外観を昭和初期と比較すると、灯

台本体の東隣に併設された石造の旧官舎の形状

が変化している（図 3-3）。この官舎は現在利用

されていないが、灯台本体とともに景観上重要

である。室戸市が所有者となり観光などへの活

用策が検討されているほか、国の重要文化財への

指定に向けた取組も進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆その他 

空海は名勝の本質的価値と関係する歴史上の人物である。そ

の石像がかつて一夜建立の岩屋近傍にあったが、太平洋戦争中

の供出により亡失したとされる。また、本質的価値との関連性

は明確ではないものの、岬の先端部に中岡慎太郎像がある。土

佐幕末四天王の一人として知られ、高知市桂浜の坂本龍馬像、

須崎市浦ノ内の武市半平太像、津野町新田の吉村虎太郎像と並

び、観光価値の高い銅像である。本像は 1935（昭和 10）年に

安芸郡青年団などによって建立されたもので、現在も当時の姿

を留めている。1988（昭和 63）年策定の旧保存管理計画では

「慎太郎像付近は修復後、公園として整備されつつあり、付近の景観と調和した公園として維

持管理していく必要がある」とされており、今後もこの方針に沿った維持管理を継続すること

が望ましい。  

室戸岬灯台 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 

弘法大師像 

1930 年頃 

図 3-3 室戸岬灯台官舎の外観（縮尺 1/200） 

出典：平成 15 年度室戸岬航路標識事務所施設特別修繕工事図面に一部加筆 

注）灰色の網掛け部分にはかつて庇があったが、現在は失われている 

南立面 西立面 
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名勝および天然記念物を鑑賞するうえでの重要な施設として、展望台が挙げられる。展望台

は先述の室戸岬灯台のほかに 2か所あり、一方は中岡慎太郎像の背後の段丘崖に、もう一方は

観光案内所の敷地内にある。それらは潅頂ヶ浜や月見ヶ浜を含む海岸の眺望に適しており、今

後も維持されることが望まれる。中岡慎太郎像の背後のものについては、展望台に至る歩道沿

いにダンチクが繁茂し、通行を阻害していることがある。このため、施設管理と併せて適正な

植生管理の実施が必要である。 

  

中岡慎太郎像 

（左：1930 年頃 右：2025 年 1 月 10 日） 
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2）課題 

以上、国の名勝に指定されてから今日までの 90 年余りに生じた対象区域の景観の変化につ

いて述べた。大局的には対象区域の本質的価値を損なうものではないものの、今後の保全活用

に向けて留意しておくべき変化もある。主な変化としては、①植物の成長や拡大、②風化にと

もなう岩盤の剥落や落石、③休耕地の樹林化、④近現代施設の整備による改変、が挙げられる。

このうち①と②は自然の営みの一部として捉えられ、本質的価値に直接影響を及ぼすものでは

ないと考えられるが、場所によっては活用上の支障を来しており、適正な維持管理が求められ

る。③は農業生産の休止によってもたらされた変化であり、今後の土地管理について考えなけ

ればならない。④については、国道 55号や乱礁遊歩道などの公共施設や民間建築物などを今後

どのように維持管理し、整備していくのかについての基本的な方針が必要である。上記①～④

を踏まえ、以下、名勝の保存活用上の課題を整理する。 

 

 （1）岩盤の剥落・落石対策 

 ◆固有の名称がある露頭 

海岸部のビシャゴ岩やエボシ岩、段丘下部の天狗岩といった固有の名称を有する露頭は当名

勝の重要な鑑賞対象となっている。このうちエボシ岩は、2018（平成 30）年に風化によって露

頭上部が剥落した。呼び名の由来となった烏帽子状の外観は概ね保たれているものの、今後さ

らなる崩壊が生じる可能性がある。また、遊歩道上に落下した岩塊が通行を妨げ、新たな崩落

による人的被害も懸念されることから、2019（令和元）年度に、施設管理者である高知県が利

用者の安全確保を目的として、崩落区間を迂回する遊歩道を整備した。 

なお、これら露頭の風化にともなう剥落は自然の営みの一部であり、形状が変化することは

やむを得ないが、鑑賞対象としての重要性に鑑みて形状の変遷を記録するとともに、必要に応

じて対策を検討する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ◆御蔵洞 

参拝者や観光客などから入洞を望む声が多いことを受け、室戸市教育委員会生涯学習課は

2019（令和元）年度に菱形金網の屋根を備えた仮設通路を御厨人窟と神明窟の前に 1基ずつ、

計 2基設置した。しかし、仮設通路設置以降も小規模の落石が度々発生しており、また、この

通路が仮設であることから、今後も仮設通路を継続して維持することの是非について検討して

いる。  

エボシ岩の崩落状況と整備済みの崩落区間を迂回する遊歩道（2025 年 1 月 10 日） 
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 （2）休耕地の開発可能性への対応 

対象区域は「室戸阿南海岸国定公園」の一部である。図 1-3

に示すとおり自然公園法（昭和 32年 6月 1日法律第 161号）

に基づく特別保護地区、第 1種特別地域に指定され、土地の形

状変更や建築物の新築などは原則として不可とされている。同

法のほか、森林法、鳥獣保護法、海岸法による行為制限もあり、

規制は相当に厳しい。一方、対象区域の土地は地形が険しく、

斜面地の樹林は大半が社寺林として捉えられる。さらに、近年

は開発圧力が低調なことから、対象区域の土地利用が改変され

る可能性は低いといえる。 

旧ジオパーク夢路灯西側の樹林化した休耕地については、対

象区域における希少な平坦地であることから、将来的に何らかの整備対象となる可能性は否定

できない。厳しい規制が行われているとはいえ、あらかじめ当該休耕地の土地管理のあり方や

土地活用の将来像を本質的価値に照らして議論のうえ、官民で共通認識を持っておくことが肝

要である。 

海岸部における植物の拡大・成長については乱礁遊歩道の散策や眺望の阻害要因となってお

り、対策が必要である。詳細は次節（3-2 天然記念物）で述べる。 

 

 （3）歴史的建造物の保全と維持管理 

 ◆最御崎寺・一夜建立の岩屋・遍路道 

最御崎寺境内の景観保全には、寺院の伽藍配置と景観の大幅

な変更を避けることが重要である。修繕、更新においては、既

存建造物の形式や意匠の踏襲が求められる。新築や大規模な増

改築などが行われる場合は、関係者による協議が行われること

が望ましい。 

一夜建立の岩屋は最御崎寺の奥の院であるうえ、巡拝者や一

般の観光客にとっても重要な見学対象である。植物の繁茂によ

って岩屋の見学が妨げられないよう、巡視による点検、落下物

の除去や定期的な枝払いを含む維持と管理が望まれる。岩盤の

剥落や転石については、今後の推移を注視する必要がある。 

遍路道においては巡視による石段・石張などの点検ととも

に、東屋においては海側への眺望が確保されるよう定期的な

枝払いにより利用面に配慮した維持管理が行われることが

望ましい。 

 ◆水掛地蔵 

敷地内の草刈りや枝打ちによる継続的な維持管理が課題である。また、最御崎寺と同様、敷

地内の石像の配置、門など建造物の形式、意匠の継承が図られる必要がある。 

  

樹林化が進む旧ジオパーク夢路灯 

西側の休耕地 

（2025 年 1 月 10 日） 

植物によって眺望が阻害された東屋 
落葉期は辛うじて海が見える 
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 （4）近現代施設の新たな景観配慮 

 ◆国道 55 号 

国道 55 号の道路構造物については整備事業ごとに最大限の景観配慮が行われてきた。しか

し、整備時期による工法の違いや経年変化によって、視覚的な不調和や人工的な印象が外観に

表れている部分がある。中でも山留擁壁や斜面安定工は他の構造物より規模の大きい構造物で

あることから、景観への影響が目立ちやすい。 

可能ならば構造物の存在感の軽減や仕上げの統一が望まれるが、再整備はコスト面から現実

的ではない。このため、更新あるいは災害復旧などにより新規構造物に置換される際、徐々に

改善を進めることが妥当といえる。このような段階的な改善を念頭に、根拠となる考え方を関

係者で共有しておくことが重要である。また、整備の実施に際して、関係者が協議・調整を行

える体制と手続きの確立も欠かせない。 

 

 ◆建築物 

自然公園法に基づく国定公園の許可基準によって、建築物の新築および増改築は原則不可と

されているが、公益性や必然性をともなうものは例外とされている。許可を得て新築や増改築

が行われる場合、意匠に関する明確な定めが許可基準にないことから、事案ごとの検討が必要

となる。そのうえで、関係者間で本質的価値の共有を図りつつ実際の行為に際し、よりよい景

観形成に向けて議論できる場があることが望ましい。なお、対象区域には将来的な用途が未定

の建物、老朽化した建物がある。それらについては再利用もしくは撤去など、今後の取扱いに

関する検討を要する。 

 

 ◆工作物 

国道の防護柵は整備時期による製品の違いや塗装の経年変化のため、区間ごとに色彩が異な

って見え、統一感が損なわれている。現状のまま擬木を使い続ける場合、塗装色の色彩や塗り

替え時期を揃える必要がある。 

乱礁遊歩道の転落防止柵については国道の防護柵との調和も念頭に、意匠的な統一が図られ

ることが望ましい。 

 

 ◆室戸岬灯台 

室戸岬灯台は岬先端の海成段丘上から当名勝を広く見渡せる展望所として重要である。1899

（明治 32）年建造の歴史ある灯台として観光的価値も高く、旧官舎を含む灯台施設として一体

的に保全されることが望ましい。灯台本体を管理する海上保安庁とも連携しながら、室戸市に

よる旧官舎の保存活用に向けた取組の推進が求められる。 
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 （5）標識・案内看板の整理 

対象区域は室戸阿南海岸国定公園の一部である

ほか、室戸ユネスコ世界ジオパークのジオサイトで

もあることから、様々な主体によってそれぞれの目

的に応じた標識や案内看板が設置されている（図 3-

4）。2024（令和 6）年 12月時点では 111地点で 151

基の標識類が確認された（図 3-5）。確認された標識

類は表 3-1に示す 6分類※5に区分され、地質や植物

に関する解説板が最多であった（図 3-6）。 

  

                             
※5 自然公園等施設技術指針（環境省自然環境局自然環境整備課.令和 2 年 3 月）に基づく分類 

表 3-1 標識・案内看板等の分類とその概要 

分類 概要 事例 

誘導 
目標となる施設・地点の方向や距離を表示し、歩道の分

岐点などに設置する標識 

方向指示板、指導標、里程標、誘導標

など 

案内 全体像の把握、自己の位置確認、各種利用情報の提供 地図案内板、総合案内板など 

情報 見所紹介、施設、構造物 入口標識、複合案内情報 

解説 自然解説や自然情報の提供、歴史文化の解説 解説板、方位盤、植物ラベルなど 

注意 事故防止、自然環境保護、マナー、利用規制 注意標識、規制標識、警戒標識など 

その他 上記に該当しないもの 上記以外のもの 

主な標識・案内看板と分類 

誘導 情報 案内 

解説 その他 注意 

図 3-4 標識・案内看板等の設置主体 
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これらの標識類は設置主体や設置時期、意匠などが異なり、同地点に類似した標識類が乱立

しているところも散見される。また、経年劣化や表示面の汚れ、破損などにより表示内容が認

識できないものも確認された（図 3-7）。そのため、表示内容の重複や意匠の不統一、劣化が目

立つ標識類は、対象区域ないし室戸岬全体の系統的な配置と個々の意匠に関するルールや計画

を策定するなど、集約化や意匠統一、更新に向けた措置が必要である。 

  

図 3-5 標識・案内看板等の設置状況 

凡例の形状は 1地点当たりの 
設置基数により区分している 
◯：1基 □：2基 
△：3基 ☆：4基以上 
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 （6）駐車場利用に関する対応 

2025（令和 7）年 2月の時点で、対象区域

には国道 55 号沿いに計 6 か所（山側 3 か

所、海側 3か所）の駐車場がある（図 1-2）。

日常の収容数は十分であるが、通年で見る

と 5 月の大型連休や 8 月の盆休み時期など

に入込数が急増し（図 3-8）、一時的に収容

数が不足する状況が生じている。駐車場の

増設を求める声もあがっているが、これ以

上の駐車場整備はありのままの自然が魅力

である当名勝の景観を阻害しかねない。イベ

ント時には遠隔地に臨時駐車場を設け、臨時

バスでの送迎を行うなど、ハードな施設整備をともなわない対応をとることが望ましい。また、

山側の駐車場に駐車して海岸へ向かう際、国道を横断する必要があるが、国道が大きくカーブ

する岬端部では見通しが悪く横断歩行には危険がともなう。当名勝の活用促進に向けてはこう

した国道横断部の安全確保が重要な課題となる。 

  

図 3-8 室戸岬における平均入込数の推移 

（2008～2024 年 室戸市調べ） 

複数の案内板等が設置されている地点 

表示面が汚れた規制標識 
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図 3-6 標識・案内看板の分類別設置数 

図 3-7 標識・案内看板の状況別集計 
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 （7）乱礁遊歩道のバリアフリー対応と維持管理 

公共施設である乱礁遊歩道は、車椅子も安全快適に近づき、

通行できるなど、あらゆる人が利用可能であることが望ましい

のは明白で、ありのままの自然を間近に見られることが当名勝

の本質的価値である以上、安全・快適性の向上と景観保全の両

立が欠かせない。 

しかしながら、車椅子が進入・通行可能な遊歩道とするうえ

で「高知県ひとにやさしいまちづくり条例」の基準に適合した

改修を行えば、高低差の大きい場所には長大な斜路が必要とな

り、そうした人工物の増加は価値のき損を招きかねない。過剰

利用にともなう問題を避ける観点からも人工物をともなわない整備が求められる。こうした課

題への方策としてはバリアフリーマップの提供（段差などのバリアの度合いを示し、車椅子で

も通行可能な場所を明示した図面）、介添えを前提とした最小限のハード整備（車椅子の車輪

を乗せやすい踏面の大きい階段など）が考えられる。 

遊歩道には繁茂した植物が通行を阻害している部分があり、適正に管理していく必要がある。

また、遊歩道からの眺望が植物により妨げられている部分については、眺望の確保に向けた対

策の検討が必要である。 

 

 （8）その他：対象区域内での資源採取への対応 

対象区域内では、地質研究のための試料となる岩石採取（試料採取）が行われてきた。その

ほとんどは許可を得て行われているが、中には無許可のものもあり、試料採取に関するルール

が必要である。 

 

乱礁遊歩道における植物による 

通行・眺望阻害 


